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○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
調
査
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一

年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
二
十
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
時
間
等

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

第
一

講
習
科
目
ご
と
の
講
習
時
間

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
調
査
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
省
令

」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
二
号
の
講
習
科
目
（
以
下
「
科
目
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
講
習
時
間
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
科
目
ご
と
に
お
お
む
ね
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。

科

目

時

間

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に

一
時
間

関
す
る
科
目

建
築
物
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
建
築
主
等
及
び
特
定
建
築
物
の

三
時
間

通
商
産
業
省

所
有
者
の
判
断
の
基
準
（
平
成
十
一
年

告
示
第
一
号
）
、
住
宅
に
係
る
エ
ネ

建

設

省
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ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
建
築
主
等
及
び
特
定
建
築
物
の
所
有
者
の
判
断
の
基

経
済
産
業
省

準
（
平
成
十
八
年

告
示
第
三
号
）
及
び
住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

国
土
交
通
省

合
理
化
に
関
す
る
設
計
、
施
工
及
び
維
持
保
全
の
指
針
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示

第
三
百
七
十
八
号
）
に
関
す
る
科
目

建
築
物
調
査
の
項
目
及
び
方
法
に
関
す
る
科
目

三
時
間

第
二

講
習
に
用
い
る
教
材
の
内
容

省
令
第
二
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
ご
と
に
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

科

目

事

項

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
概
要

科
目

の
解
説

建
築
物
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

建
築
物
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す

建
築
主
等
及
び
特
定
建
築
物
の
所
有
者
の
判
断
の
基
準
、

る
建
築
主
等
及
び
特
定
建
築
物
の
所
有
者
の
判
断
の
基

住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
建

準
、
住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関

築
主
等
及
び
特
定
建
築
物
の
所
有
者
の
判
断
の
基
準
及
び

す
る
建
築
主
等
及
び
特
定
建
築
物
の
所
有
者
の
判
断
の
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住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
設

基
準
及
び
住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

計
、
施
工
及
び
維
持
保
全
の
指
針
に
関
す
る
科
目

に
関
す
る
設
計
、
施
工
及
び
維
持
保
全
の
指
針
の
解
説

建
築
物
調
査
の
項
目
及
び
方
法
に
関
す
る
科
目

建
築
物
調
査
の
項
目
及
び
方
法
の
解
説

備
考

講
習
に
用
い
る
教
材
は
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

調
査
員
に
対
し
、
建
築
物
調
査
の
業
務
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
行
う
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な

内
容
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

記
載
さ
れ
た
内
容
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


